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子ども医療費助成に係る国保の 
減額調整措置の在り方について 

平成28年11月18日 
厚生労働省 

平成２８年１１月１８日 資料１－１ 第１００回社会保障審議会医療保険部会 



 我が国は世界で見ても乳児死亡率や新生児死亡率が最も低

い国となっているが、こうした世界最高の保健医療水準を支

えているのが子どもや妊産婦も対象となる国民皆保険制度で

ある。 

 国民皆保険制度の下、子どもの医療費の窓口負担について

は、義務教育就学前は２割、就学後は３割とされているが、

子どもと保護者が安心して医療機関を受診できるよう、地方

自治体が少子化対策の一環として地方単独事業によりさらに

減免措置を講じている。現在、全ての自治体で何らかの形で

実施されているが、対象となる子どもの年齢や医療費の範囲、

所得制限や一部負担の有無など、その内容は自治体により

様々であり、近年、自治体間で対象範囲の拡大に向けた競争

が激しくなる傾向にあり、統一的な基準を示す必要があると

の声も高まっている。 

 一方、こうした減免措置により生ずる医療費の波及増分に

ついては、国により国民健康保険制度において国庫負担を減

額する措置が講じられているが、これは、減免措置の実施の

判断は地方自治体において独自に行われる形となっているこ

とから、その波及増分については、限られた公費の公平な配

分という観点から、当該自治体が負担すべきとの考え方に基

づくものである。 

３．子どもの医療に関わる制度  

 この子どもの医療に関する国保の減額調整措置については、

本検討会でも賛否両面から様々な意見があったが、「一億総活

躍社会」に向けて政府全体として少子化対策を推進する中で、

地方自治体の取組を支援する観点から、早急に見直すべきとの

意見が大勢を占めた。 

 その際には、 

 ・ 医療費無償化による受診拡大等が医療保険制度全体の規

律や医療提供体制に与える影響 

 ・ 負担能力に応じた負担とする視点や過度な給付拡大競争

の抑制 

 ・ 小児科のかかりつけ医の普及、保護者等への啓発普及、

他の子育て支援策の充実など併せて取り組むべき事項 

 ・ 必要となる公費財源や財源の有効活用など財政再建計画

との整合性 

等の観点を踏まえつつ、検討を行うべきである。 

「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」議論の取りまとめ（平成28年３月28日）（抄） 
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（５）若者・子育て世帯への支援 

 子育て中の保護者の約４割が悩みや不安を抱えており、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を実施する子育て世代包括支援

センターについて、児童福祉法等改正により市町村での設置の努力義務等を法定化し、平成32年度末（2020年度末）までの全国展開

を目指す。 

 結婚年齢等の上昇と医療技術の進歩に伴い、不妊に悩む方が増加しており、不妊専門相談センターを平成31年度（2019年度）まで

に全都道府県・指定都市・中核市に配置して相談機能を強化し、不妊治療支援の充実を継続するとともに、不妊治療をしながら働いて

いる方の実態調査を行い、必要な支援を検討する。 

 地域において分娩を扱う施設の確保など、小児・周産期医療体制の充実を図る。子どもの医療制度の在り方等に関する検討会での取

りまとめを踏まえ、国民健康保険の減額調整措置について見直しを含め検討し、年末までに結論を得る。 

３．「希望出生率1.8」に向けた取組の方向 

ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定）（抄） 

＜ロードマップ＞ 
希望どおりの人数の出産・子育て（保育・育児不安の改善） 

④ 妊娠・出産・育児に関する不安の解消 

【具体的な施策】 

・国民健康保険における公費負担の減額調整措置の在り方について、子どもの医療制度の在り方等に関する検討会での取りまとめに  

 おいて、少子化対策を推進する中で自治体の取組を支援する観点から早急に見直すべきとの意見が大勢を占めた。その際、医療保 

 険制度の規律や負担の公平性、過度な給付拡大競争の抑制等の観点を踏まえ検討を行うべきとされたことも踏まえ、年末までに結 

 論を得る。 

＜本文＞ 
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子ども医療費助成の実施状況（厚生労働省保険局調べ（速報）） 

減額調整措置 
の対象 

○ 入院（市町村数ベース） 

○ 外来（市町村数ベース） 

○ 医療保険制度における子どもの自己負担額（３割、ただし未就学児は２割）分に係る医療費助成につ 

 いては、市町村ごとに、対象年齢、自己負担の有無等で様々な違いがあるが、未就学児に限定すれば、 

 すべての市町村が何らかの医療費助成を実施している。 

※平成28年10月6日付け「乳幼児等に係る医療費の援助についての追加調査」 
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子どもの医療に関する国保の減額調整措置の在り方について（論点） 

○ 子どもの医療制度の在り方等に関する検討会における議論の取りまとめを踏まえ、国民健康保険

の減額調整措置の在り方について、どう考えるか。 

＜考えられる論点＞ 

 ○ 医療保険制度の規律や、財政影響、小児科医をはじめとする医療提供体制に与える影響に配慮

しつつ、 

  ① 見直しの対象範囲（年齢、自己負担・所得制限の有無、自治体の財政力等） 

  ② 見直しの時期 

  ③ 見直しが国民の利益となるよう、見直しが少子化対策に寄与するものとなるようにすること 

  について検討が必要。 

【参考】「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」議論の取りまとめ（平成28年３月28日）（抄） 

  子どもの医療に関する国保の減額調整措置については、本検討会でも賛否両面から様々な意見があったが、

「一億総活躍社会」に向けて政府全体として少子化対策を推進する中で、地方自治体の取組を支援する観点か

ら、早急に見直すべきとの意見が大勢を占めた。 

  その際には、 

 ・ 医療費無償化による受診拡大等が医療保険制度全体の規律や医療提供体制に与える影響 

 ・ 負担能力に応じた負担とする視点や過度な給付拡大競争の抑制 

 ・ 小児科のかかりつけ医の普及、保護者等への啓発普及、他の子育て支援策の充実など併せて取り組むべき

事項 

 ・ 必要となる公費財源や財源の有効活用など財政再建計画との整合性 

 等の観点を踏まえつつ、検討を行うべきである。 



参 考 



 
○ 医療保険制度では、医療を受けた人と受けない人との公平や適切な受診を確保する観点から 

一部負担金を求めている。 

○  地方単独事業により、一部負担金が法定割合より軽減される場合、一般的に医療費が増嵩する

が、この波及増分については、その性格上、当該自治体が負担するものとされ、国庫の公平な配

分という観点から、減額調整をしている。  ［昭和59年～］ 

○ このうち、子どもの医療に関する国保の減額調整措置については、本年６月に閣議決定された

「ニッポン一億総活躍プラン」にも記載されたとおり、「子どもの医療制度の在り方等に関する

検討会」の取りまとめを踏まえ、見直しを含め検討し、年末までに結論を得るものとする。 

国民健康保険における公費負担の減額調整措置の在り方について 

給
付
費 

一部負担金 

保
険
料
等 

一部負担金を免除（地単事業） 

保
険
料
等 

公
費
負
担 

公
費
負
担 

地方単独事業を実施していない市町村 地方単独事業を実施している市町村 

２割 

８割 

２割 

８割 

【イメージ】 

一部負担金の軽減に
よる医療費の増嵩に
伴う公費負担の増分 
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※償還払いの場合は波及
増が生じないため、減額
調整は行っていない 



○医療費助成の条件ごとの被保険者数・市町村数（入院） 

① 3歳未満 

② 3歳～就学前 
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子ども医療費助成の現状について（厚生労働省保険局調べ（速報）） 

③ 小学生 

④ 中学生 

＜注意事項＞ 
・重複部分（現金、現物の両方の助成を行っている場合等）は重複して計上した。 

償還払い：４９３市町村（２５．９％） 
助成なし：０市町村（０％） 

償還払い： ５７５市町村（３０．９％） 
助成なし： １３４市町村（７．２％） 

償還払い：４９５市町村（２５．９％） 
助成なし：０市町村（０％） 

償還払い：５７３市町村（３０．４％） 
助成なし：３０市町村（１．６％） 

償還払い：９６,１１８人（２０．２％） 
助成なし：０人（０％） 

償還払い：９８,８９５人（１７．２％） 
助成なし：０人（０％） 

償還払い：２４６,２１７人（２２．９％） 
助成なし：１９,６３５人（１．８％） 

償還払い：１５７,９０５人（２５．０％） 
助成なし：４８,９０９人（７．７％） 

所得制限有り 16,421 (3.5％) 45,609 (9.6％) 62,030 (13.1％) 75 (3.9％) 132 (6.9％) 207 (10.8％)

所得制限無し 96,536 (20.3％) 220,454 (46.4％) 316,990 (66.7％) 246 (12.9％) 964 (50.5％) 1,210 (63.4％)

合計 112,957 (23.8％) 266,063 (56.0％) 379,020 (79.8％) 321 (16.8％) 1,096 (57.4％) 1,417 (74.2％)

合計

被保険者数 市町村数

一部負担有り 一部負担無し 合計 一部負担有り 一部負担無し

所得制限有り 65,321 (6.1％) 138,678 (12.9％) 203,999 (19.0％) 96 (5.1％) 136 (7.2％) 232 (12.3％)

所得制限無し 208,972 (19.4％) 396,020 (36.8％) 604,992 (56.3％) 257 (13.7％) 790 (42.0％) 1,047 (55.6％)

合計 274,293 (25.5％) 534,698 (49.7％) 808,991 (75.3％) 353 (18.8％) 926 (49.2％) 1,279 (68.0％)

一部負担有り 一部負担無し 合計 一部負担有り 一部負担無し 合計

被保険者数 市町村数

所得制限有り 44,302 (7.0％) 47,595 (7.5％) 91,897 (14.6％) 68 (3.7％) 113 (6.1％) 181 (9.7％)

所得制限無し 87,713 (13.9％) 244,950 (38.8％) 332,663 (52.7％) 215 (11.6％) 755 (40.6％) 970 (52.2％)

合計 132,015 (20.9％) 292,545 (46.3％) 424,560 (67.2％) 283 (15.2％) 868 (46.7％) 1,151 (61.9％)

一部負担有り 一部負担無し 合計 一部負担有り 一部負担無し 合計

被保険者数 市町村数

所得制限有り 27,027 (4.7％) 71,185 (12.4％) 98,212 (17.1％) 79 (4.1％) 140 (7.3％) 219 (11.5％)

所得制限無し 125,863 (21.9％) 252,815 (43.9％) 378,678 (65.8%) 273 (14.3％) 921 (48.3％) 1,194 (62.6％)

合計 152,890 (26.6％) 324,000 (56.3％) 476,890 (82.8％) 352 (18.4％) 1,061 (55.6％) 1,413 (74.1％)

被保険者数 市町村数

一部負担有り 一部負担無し 合計 一部負担有り 一部負担無し 合計
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子ども医療費助成の現状について（厚生労働省保険局調べ（速報）） 

③ 小学生 

④ 中学生 

＜注意事項＞ 
・重複部分（現金、現物の両方の助成を行っている場合等）は重複して計上した。 

償還払い：４８７市町村（２５．２％） 
助成なし：０市町村（０％） 

償還払い： ４４７市町村（２３．８％） 
助成なし： ３３８市町村（１８．０％） 

償還払い：４８４市町村（２５．１％） 
助成なし：０市町村（０％） 

償還払い：４８３市町村（２５．４％） 
助成なし：１８８市町村（９．９％） 

償還払い：９７,０１２人（１９．７％） 
助成なし：０人（０％） 

償還払い：９５,５６２人（１６．５％） 
助成なし：０人（０％） 

償還払い：１５１,３６７人（１４．５％） 
助成なし：１４０,９４８人（１３．５％） 

償還払い：８２,４５８人（１３．０％） 
助成なし：１８３,０３２人（２８．９％） 

所得制限有り 19,784 (4.0％） 38,378 (7.8％) 58,162 (11.8％) 73 (3.8％) 133 (6.9％) 206 (10.7％)

所得制限無し 100,599 (20.5％） 235,878 (48.0％) 336,477 (68.4％) 259 (13.4％) 982 (50.8％) 1,241 (64.2％)

合計 120,383 (24.5％) 274,256 (55.8％) 394,639 (80.3％) 332 (17.2％) 1,115 (57.7％) 1,447 (74.8％)

被保険者数 市町村数

一部負担有り 一部負担無し 合計 一部負担有り 一部負担無し 合計

所得制限有り 42,425 (7.3％) 59,063 (10.2％) 101,488 (17.5％) 92 (4.8％) 134 (6.9％) 226 (11.7％)

所得制限無し 129,685 (22.4％) 252,091 (43.6％) 381,776 (66.0％) 294 (15.2％) 926 (48.0％) 1,220 (63.2％)

合計 172,110 (29.7％) 311,154 (53.8％) 483,264 (83.5％) 386 (20.0％) 1,060 (54.9％) 1,446 (74.9％)

被保険者数 市町村数

一部負担有り 一部負担無し 合計 一部負担有り 一部負担無し 合計

所得制限有り 100,782 (9.6％) 76,019 (7.3％) 176,801 (16.9％) 91 (4.8％) 96 (5.0％) 187 (9.8％)

所得制限無し 215,678 (20.6％) 361,666 (34.6％) 577,344 (55.2％) 271 (14.2％) 774 (40.7％) 1,045 (54.9％)

合計 316,460 (30.2％) 437,685 (41.8％) 754,145 (72.1％) 362 (19.0％) 870 (45.7％) 1,232 (64.7％)

被保険者数 市町村数

一部負担有り 一部負担無し 合計 一部負担有り 一部負担無し 合計

所得制限有り 61,650 (9.7％) 13,835 (2.2％) 75,485 (11.9％) 73 (3.9％) 69 (3.7％) 142 (7.6％)

所得制限無し 89,160 (14.1％) 202,924 (32.1％) 292,084 (46.1％) 225 (12.0％) 727 (38.7％) 952 (50.7％)

合計 150,810 (23.8％) 216,759 (34.2％) 367,569 (58.1％) 298 (15.9％) 796 (42.4％) 1,094 (58.2％)

被保険者数 市町村数

一部負担有り 一部負担無し 合計 一部負担有り 一部負担無し 合計



 未就学児に対する医療費助成に係る公費の減額調整額（Ｈ２６） 

（億円） 
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○ 少子化対策というのは、我が国における喫緊の国家的課題であるので、国の責任において子どもの医療に

係る全国一律の制度を求めるとともに、この減額調整措置については廃止を求めている。減額措置が廃止さ

れたら、自治体としては一層の少子化対策が可能になる。 

○ 財政力がないという国保の構造的な問題に対して、減額措置は大きな影響を与えている。 

○ かつて高齢者の無料化の際には、サロン化したとか、そういった話題もあったが、子どもの場合にはそう

いった傾向は出ないのではないか。 

○ 医療機関としては、子どもに対して過剰な診療をすることはない。 

○ 子どもの医療費についても、波及効果がゼロということは絶対にないと思っている。 

○ 老人医療の無料化の際に起きたことは、コスト意識がなくなったことに起因するということを、十分に考える

べき。 

○ 一部負担を取らないと、被保険者が過剰に受診し、重篤な方の手当が後になったりすることもあるため、一

部負担は必要。 

○ 仮に窓口負担を軽減するのであれば、本当にニーズのある人に限って行うべき。医療保険の仕組みではな

く、児童福祉などの施策の中で収入、資産等も見たうえで補助するほうが、より公平な仕組みである。 

○ 健康増進の意識付けのためにも自己負担は必要。もともと医療は無料で出来るわけではないし、医療サー

ビスの価値を理解し、貴重な医療資源を大切に使おうという気持ちをもつことも重要。 

子どもの医療に係る国民健康保険制度の減額調整措置に関する 
過去の医療保険部会における主な意見 

■第95回医療保険部会（平成28年5月26日） 
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前回までの主なご意見 

 

（高額療養費制度の見直しについて） 

経済・財政再生計画 改革工程表 

外来上限や高齢者の負担上限額の在り方など、高額療養費制度の見直しについて、世

代間・世代内の負担の公平や負担能力に応じた負担等の観点から、関係審議会等におい

て具体的内容を検討し、2016年末までに結論 

○ 外来特例については創設から 10 年以上経過し、財政が悪化している中で、

一定程度の役割は終えているので、段階的にでも廃止すべき。  

○ 負担能力に応じた負担を求めるのは当然の考え方。 

○ 現役並み所得区分については世代内の所得格差を踏まえて細分化すべき。 

○ 高齢者は弱い立場であり、負担を求めるのは反対。 

○ 今は外来で高度な治療が受けられるようになっている。安心して外来にか

かるためにも、外来特例については患者の負担や受診行動への影響を考えて、

慎重に議論すべき。 

○ 特に低所得者について、経済力の差によって医療へのアクセスが阻害され

ることがあってはならない。 

○ 現役並み所得者については、もう少し区分を細分化しても良いと思うが、

公平性を考えて、高齢者の状況や所得格差をきめ細かく見据えた議論をして

ほしい。 

○ 制度を見直すべきだとは思うが、施行時期を考えるに当たっては、事務処

理やシステムについても配慮してほしい。 

 

（後期高齢者の保険料軽減特例（予算措置）の見直しについて） 

医療保険制度改革骨子 

後期高齢者の保険料軽減特例(予算措置)については、段階的に縮小する。その実施に

当たっては、低所得者に対する介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給と

あわせて実施することにより低所得者に配慮しつつ、平成 29 年度から原則的に本則に

戻すとともに、急激な負担増となる者については、きめ細かな激変緩和措置を講ずるこ

平成２８年１１月１８日 第１００回社会保障審議会医療保険部会 資料１－２ 
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ととする。激変緩和措置の具体的な内容については、今後検討し結論を得る。 

○ 平成 29 年度から原則的に本則に戻すべき。 

○ 特例を設けてから８年が経過しており、保険財政も厳しく、高齢者を取り

巻く関係も変化しており、一定の役割は終えている。 

○ 負担能力に応じた負担が大原則であり、見直しは必要。そもそも特例であ

り、経過措置である。 

○ 国保の被保険者も最大７割軽減であり、75 歳になって突然年金額が下がる

わけでもないため、後期になったから９割軽減というのは説明がつかない。 

○ 元被扶養者については応能負担にも逆行しているため、本則に戻すべき。 

○ 低所得者に負担を求めることは大きな負担になる。高齢者の生活を考える

と、見直しには反対。 

○ 後期高齢者医療制度の発足時から、高齢者の生活実態という面ではあまり

変わっていない中で、特例的な措置を終えるのが公平なのかについては疑問

がある。 

○ ９割軽減を７割軽減に戻して、月額 380 円が年額１万円増加するというの

は重い負担であり、考慮が必要。 

○ 見直しは必要ではあるが、高齢者は医療の負担が大きいことを考えて、激

変緩和措置の配慮が必要。                                                                

○ 十分に時間を取って議論・周知すべき。 

 

（入院時の居住費（光熱水費相当額）に係る患者負担の見直しについて） 

経済・財政再生計画 改革工程表 

入院時の光熱水費相当額に係る患者負担の見直しについて、関係審議会等において検

討し、2016年末までに結論 

○ 療養病床の居住費について介護保険が家計調査というエビデンスに基づい

て 370 円に引き上げたのであれば、医療保険も整合性を取るべきではないか。 

○ 在宅との公平性の観点から、医療区分ⅡⅢからも居住費負担を求めるべき

ではないか。 

○ 介護はついの住み処だが、医療は治療の場であり、医療区分ⅡⅢの者から
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居住費負担を求めることに反対。本来は医療区分に関係なく居住費負担を求

めないのが普通ではないか。 

○ 医療区分Ⅰにも重症の患者もいることから、医療区分に応じて居住費負担

の有無を決めるのは整合性がないのではないか。 

○ 65 歳以上の人は年金が収入としてある一方、働いている人は長期入院によ

り収入がなくなることを考えても年齢で分けるということは必要ではないか。 

○ 65 歳未満の者についても、在宅との公平性を考えれば、療養病床について

は年齢区分なく居住費負担をお願いすべきではないか。 

○ 一般病床、精神病床等に「住まい」の性質はなく、居住費負担を求めるべ

きではない。長期入院と居住費負担の問題は分けて考えるべき。 

○ 療養病床以外の病床でも、一定期間長期に入院される方、例えば診療報酬

上の取扱いで１つの考え方である 90 日を超える方に負担を求めるべきでは

ないか。 

○ 社会保障を持続可能なものとするため、入院時の居住費負担を求めること

が必要である一方、低所得者や重篤な方等に配慮するべきではないか。 

○ 患者の立場からすると医療と介護は明確に分かれていない。高齢者が円滑

に施設を移ることができるようにするべき。 

 

（金融資産等の保有状況を考慮に入れた負担の在り方について） 

経済・財政再生計画 改革工程表 

医療保険において、介護保険における補足給付と同様の金融資産等の保有状況を考慮

に入れた負担を求める仕組みの適用拡大を行うことについて、関係審議会等において検

討し、2016年末までに結論 

○ 負担能力に応じた負担を求める観点から、将来的にはマイナンバーを活用

した金融資産等を勘案する仕組みを考えるべきではないか。 

○ 介護保険では、低所得者への補足給付が福祉的・経過的な性格を有するこ

とに鑑みて資産勘案を行っているが、医療保険において保険給付としている

入院時の食費・居住費とはそもそも性格が異なるのではないか。 

○ 市町村が運営している介護保険とは異なり、被用者保険者が金融資産を把
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握するのは現実的ではないのではないか。 

○ 現状では金融資産を正確に把握する仕組みはなく、自己申告ベースである

ことを考えると、時期尚早ではないか。 

○ 事務負担の増加に比して、財政効果はあまり見込めないのではないか。 

 

（かかりつけ医の普及の観点からの外来時の定額負担について） 

経済・財政再生計画 改革工程表 

かかりつけ医の普及の観点から、かかりつけ医以外を受診した場合における定額負担

を導入することについて、関係審議会等において検討し、2016年末までに結論 

○ 頻回受診の防止や医療保険財政の観点から、広く定額負担を求めることは

重要ではないか。今回の提案についても、かかりつけ医の定義がはっきりし

てくれば１つの方策になるのではないか。 

○ かかりつけ医は、地域医療構想の実現や地域包括ケアの推進のために重要

であるが、診療科ごとにかかりつけ医を持つ患者がいることや若者はそもそ

も受診頻度が低いということでかかりつけ医を持っていない方もおり、何を

もって「かかりつけ医以外」とするか不明確なため、慎重な対応が必要。 

○ まずは、かかりつけ医の定義について関係者間で共通理解を得ること、プ

ライマリ・ケアを担う地域医療の全体像を明確にすることが必要。 

○ 平成 14 年健保法改正法附則第２条に反するものであり新たに定額負担を

求めることは反対である。 

○ かかりつけ医普及の観点からの外来時定額負担については反対だが、定額

負担には様々なバリエーションがあるので、定額負担の導入、７割給付の考

え方等を含めた患者の負担の在り方について幅広い議論を行ってはどうか。 

○ 受診抑制を招き、重症化につながることを懸念している。紹介状なしで大

病院を受診した場合の定額負担が導入されたばかりなので、まずはその状況

を見るべきではないか。 

○ 紹介状なしで大病院を受診した場合の定額負担は、大病院の勤務医の負担

軽減等の観点から実施したものであり、今回のものとは異なる議論である。 
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（スイッチＯＴＣ化された医療用医薬品に係る保険給付率の在り方について） 

経済・財政再生計画 改革工程表 

スイッチ OTC化された医療用医薬品に係る保険償還率の在り方について、関係審議会

等において検討し、2016年末までに結論 

○ OTC 化されたら保険給付率の変更ではなく、保険適用から外すというのが

本来あるべき姿ではないか。 

○ 多剤服用や残薬対策という観点から服薬量を減らしつつ、健康寿命を延伸

することが望ましい。例えば、基礎疾患は処方箋薬で治療し、軽度な疾病に

ついてはスイッチ OTC 医薬品に限らず OTC 医薬品に置き換える仕組みを考

えてほしい。 

○ スイッチ OTC 医薬品の保険給付率を下げると、高薬価な医薬品へ処方がシ

フトすることが考えられ、安くて、安全性が確立した医薬品が医療保険の中

で使いにくくなるのではないか。その結果スイッチ化が抑制されてしまう可

能性もある。 

○ 基本的に薬を保険でカバーするか否かは、薬の有効性や必須性などの観点

から決められるべきで、既にスイッチ OTC医薬品があるか否かで議論すべき

でない。給付率を引き下げるとセルフメディケーションを促進する可能性は

あるが、財政効果は短期的なものであり、長期的な効果は見込めないのでは

ないか。 

○ 平成 14 年の健保法等改正法の附則における７割給付を維持するという観

点から、慎重に検討する必要がある。 

○ 保険給付率の引き下げについては、どのような考え方でスイッチ OTC 化さ

れた医薬品だけを対象とするのか。処方量を勘案する必要はないのかなど、

もう少し詳細に議論していく必要がある。 

○ スイッチ OTC 化されたものに限らず、市販品類似薬や軽度の薬剤について

は、保険収載から外すこと、フランスのように保険給付割合変えることなど

についても今後議論していく必要がある。 

 

（任意継続被保険者制度について） 
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○ 任継制度については、廃止に向けて検討していくべき。第一歩として、任

継加入期間の２年から１年への見直し、加入要件のうち被保険者期間の２カ

月から１年への見直し、退職時の標準報酬月額をもとにした保険料の設定を

行うべきではないか。 

○ 前期高齢者医療制度の創設により、退職者医療制度が段階的に縮小してい

る中、高齢者の医療費について任継制度を含めた医療保険全体としてカバー

できている部分もあるのではないか。任継加入期間を１年に短縮すると、結

果的に医療費の高い高齢者が国保に加入することになるが、国保は基盤強化

が必要な中で新たな負担につながる議論は慎重に行うべき。 

○ 任継制度は、被用者保険の長い歴史そのものだが、今日的にも、国保移行

の際の保険料の激変緩和や、退職者の医療保障という役割はあるのではない

か。 

○ 国民皆保険を実現した際に、あるべき姿として退職者は市町村国保が対応

することとなったはずであり、任継制度をいつまでも残すことに反対。ただ

し、国保への移行時に、前年度の所得に応じた保険料となると負担が大きい

ため、段階的な対応が必要。まず、任継加入期間を１年とし、再度、検討し

てはどうか。 

○ 任継制度は、国民皆保険が実現し、給付率が統一された現在、従来の意義

が薄れているのは確か。 

一方、任継の加入要件を１年にすると、有期労働者や派遣労働者は、任継

を利用できなくなるなど、比較的弱い立場の方にしわ寄せが回る可能性があ

る。定期的所得がない時の保護の在り方や、任継の適用範囲を絞り、頻繁に

被保険者が出入りすることが起きた場合の市町村の事務コストの観点を含め

つつ、慎重に考えるべきではないか。 
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○ 高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における１年間（毎年８月１日～翌年７月31日）の医
療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度。 

  ※ 介護においては、同様の制度を「高額医療合算介護（予防）サービス費」としている。 

  ① 支給要件：医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定
された限度額を超えた場合に、当該合算額から限度額を超えた額が支給される。 

  ② 限度額 ：被保険者の所得・年齢に応じて設定（次ページ参照） 

  ③ 費用負担：医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて負担。 

【制度のイメージ】 

高額介護合算療養費制度の概要 

介護保険者 
（市町村） 

介護保険 
受給者 

医療保険 
受給者 

医療保険者 

①申請 

②介護自己負担額証明書 
③申請（②を添付） 

⑤「高額介護合算療養費」支給 
（医療の自己負担比率分） 

④支給額の連絡 

⑤「高額医療合算介護（予防） 
  サービス費」支給 
  （介護の自己負担比率分） 

各医療保険の 
高額療養費の算定世帯 
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○ 高額療養費制度については、世代間の公平や負担能力に応じた負担等の観点から、患者の受診行動に与える影響も
含め、現役並み所得者、一般区分、低所得者の負担のあり方についてどのように考えるか等の論点を提示している（９
月29日医療保険部会）。 

⇒ 高額療養費制度の見直しを検討するに当たり、合わせて高額介護合算療養費制度の限度額も見直しを行うか。 

高額介護合算療養費制度について（論点） 

（注１）対象世帯に70～74歳と70歳未満が混在する場合、まず70～74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を
合わせた額に限度額を適用する。 

（注２）介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。 

［負担上限額（現状・世帯単位）］ 

75歳以上 70～74歳（注１） ［参考］70歳未満（注１） 

年収約 1,160万円～ 

６７万円 ６７万円 

２１２万円 

年収約770～約1,160万円 １４１万円 

年収約370～約770万円 ６７万円 

 
～年収約370万円 

（課税所得145万円未満） 

※ 収入の合計額が520万円未満（1人世
帯の場合は383万円未満）の場合も含む。 

※ 旧ただし書所得の合計額が210万円
以下の場合も含む。 

５６万円 ５６万円 ６０万円 

市町村民税世帯非課税 ３１万円 ３１万円 

３４万円 
市町村民税世帯非課税 
（年金収入80万円以下等） 

１９万円 （注２） １９万円 （注２） 
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現役並み所得者 
（年収約370万円～） 
健保：標報28万円以上 
国保：課税所得145万以上 

負担割合 外来 
（個人ごと） 80,100＋（総医療費－

267,000）×1％ 
＜多数回：44,400＞ 

3割 44,400 

一般（～年収約370万円） 
健保：標報26万円以下(※1) 
国保：課税所得145万円未満(※1)（※２） 70-74歳 

2割 
（※3） 

 

75歳以上 
1割 

12,000 
（※４） 

44,400 
（※４） 

住民税非課税 

8,000 

24,600 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000 

70
歳
以
上 

医 療 
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（参考）医療及び介護における患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額 

負担割合 月単位の上限額（円） 
年収約1,160万円～       
健保：標報83万円以上 
国保：旧ただし書き所得901万円超 

3割 

252,600＋ 
(医療費－842,000)×１%    
<多数回該当：140,100> 

年収約770～約1,160万円    
健保：標報53万～79万円 
国保：旧ただし書き所得600万～901万円 

167,400＋ 
(医療費－558,000)×１%    
<多数回該当：93,000> 

年収約370～約770万円     
健保：標報28万～50万円  
国保：旧ただし書き所得210万～600万円 

80,100＋ 
(医療費－267,000)×１%    
<多数回該当：44,400> 

～年収約370万円        
健保：標報26万円以下   
国保：旧ただし書き所得210万円以下 

57,600   
<多数回該当：44,400> 

住民税非課税 
35,400   

<多数回該当：24,600> 

70
歳
未
満 

※１ 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む。 
※２ 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。 
※３ 平成26年４月１日までに70歳に達している者は1割。 
※４ ２割負担の場合は62,100円（外来24,600円）とされていたが、平成26年４月より １割負担だった

際の限度額に据え置き。 
※５ 世帯内の65歳以上の被保険者の収入＋その他の合計所得金額の合計額が346万円未満（世

帯内の65歳以上の被保険者が１人の場合は280万円未満）の場合も含む。 
 

※６ 世帯内の65歳以上の被保険者の収入の合計額が520万円未満（世帯内の65歳以上の被保険者が１
人の場合は383万円未満）の場合も含む。（介護保険の現役並み所得は、世帯に課税所得１４５万円以上の第１号被保
険者がいる場合であって、世帯内の第１号被保険者の収入の合計が520万円（世帯内の第１号被保険者が１人のみの場合は383万
円）以上である場合） 

※７ 介護保険では、利用者負担割合における一定以上所得者と、高額介護サービス費における現役並
み所得者について、異なる所得基準を用いて判定しているが、医療保険との比較のために、それぞれ
の所得基準を便宜的に統合して表している。（生活保護被保険者等に係る月単位の上限額の区分に
ついては便宜的に記載していない） 

介 護 

65
歳
以
上 

負担割合 
月単位の 

上限額（円） 

現役並み所得者 
課税所得145万以上  

2割 

44,400 
（世帯） 

 一定以上所得者 
 合計所得金額160万以上  

37,200 
（世帯） 

  
 合計所得金額160万未満 

 （※５） 

1割 
住民税非課税 24,600 

（世帯） 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000 
（個人）等 

一般 
住民税課税者（※６） 
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高額療養費の支給実績 

【平成25年度】 支給件数 支給額 １件あたり支給額 

医療保険（後期医療除く） ２，１８１万件 １兆６，７７１億円 ７６，８９４円 

  協会けんぽ ３２４万件 ３，５２１億円 １０８，８１７円 

  健保組合 ２０８万件 ２，２０２億円 １０５，８９５円 

  共済 ６６万件 ６８３億円 １０３，４６４円 

  国保 １，５８２万件 １兆３５０億円 ６５，４２１円 

後期高齢者医療制度 ３，２２５万件 ５，４２９億円 １６，８３２円 

計 ５，４０６万件 ２兆２，２０１億円 ４１，０６３円 

（上記のうち、高額介護合算療養費の支給実績） 

【平成25年度】 支給件数 支給額 １件あたり支給額 

医療保険（後期医療除く） ２０，５６８件 ４億８，６４４万円 ２３，６５０円 

  協会けんぽ ３１件 １０３万円 ３３，３４４円 

  健保組合 １６件 ６６万円 ４１，３３０円 

  共済 ３件 ７万円 ２３，０００円 

  国保 ２０，５１８件 ４億８，４６８万円 ２３，６２２円 

後期高齢者医療制度 ８０８，２０５件 １１１億５，３２７万円 １３，８００円 

計 ８２８，７７３件 １１６億３，９７２万円 １４，０４５円 

出典：医療保険に関する基礎資料～平成25年度の医療費等の状況～（厚生労働省保険局） 
※ 上記支給実績は高額介護合算療養費（医療分）のみであり、高額医療合算介護（予防）サービス費（介護分）は含まれていない。 



かかりつけ医の普及の観点からの 
  外来時の定額負担について 

平成28年11月18日 
厚生労働省保険局 

平成２８年１１月１８日 資料１－４ 第１００回社会保障審議会医療保険部会 



専門的な診療を提供する 
地域の拠点となるような病院 患者がアクセスしやすい中小病院、診療所 

必要に応じて適切に 
紹介・逆紹介等 

外来の機能分化・連携の推進 
平成28年度診療報酬改定 

かかりつけ医の普及を図り、かかりつけ医が患者の状態や価値観も踏まえ、医療をサポートする
「ゲートオープナー」機能を確立。 

•認知症に対する主治医機能の評価 
 

•小児に対するかかりつけ医の評価 
 

•地域包括診療料、地域包括診療加
算(※)の施設基準の緩和 
（※）複数の慢性疾患を持つ患者に対する継続的で全
人的な医療を評価 

•紹介状なしで大病院を受診した場合
の定額負担を導入 
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各国かかりつけ医制度の比較 

アメリカ 英国 フランス ドイツ 

保険制度 民間保険を基盤としたアメリカ
型皆保険制度（州毎に異なる） 

９割を占める公的（税財源）お
よび１割の民間自費医療
サービスが両立 

公的皆保険（民間保険は二階
建て部分をカバー） 

皆保険。公的（90%）および民
間医療保険（10%）の両立（公
的保険は選択可能） 

外来患者自己
負担 

保有する保険により年間免責
金額、定額負担、負担割合等
が異なる 

公的は原則無料（処方箋料
等の少額負担あり） 

３割負担（償還式） 

かかりつけ医以外受診の場
合は７割負担（婦人科・小児
科・眼科・歯科は除く） 

原則無料（2013年より自己負
担廃止） 

登録制の有無 無（保険毎に契約医あり） 登録診療所のみ受診可 かかりつけ医は登録制（外来
はフリーアクセス） 

かかりつけ医は登録制（外来
はフリーアクセス） 

登録制開始 － 1948年 2004年 2008年 

登録医の資格 
－ 

ＧＰのみ 専門医も可能（研修なし） 州家庭医団体への登録および
州医師会の研修を受けること
が条件 

登録医の選択 
－ 

居住エリア診療所から選択
（近年緩和される方向） 

地理的制約なし 地理的制約なし 

支払い方式 出来高中心（ＡＣＯ、ＰＣＭＨは
包括的な支払いを施行） 

人頭・出来高・成果報酬の混
合（人頭５割以上） 

出来高中心 家庭医中心診療は包括的報
酬 

近年の変化 病院中心のＡＣＯ、プライマリ
ケア中心のＰＣＭＨとかかりつ
け医機能をもった診療体制の
増加 

ＧＰ診療所の大規模化や連
携、プライマリケアのオンライ
ン化が進展 

疾病管理プログラムの施行 州毎のばらつきは大きいが、
国全体では家庭医中心診療
は穏やかに増加傾向（2016年
で国民全体の５％） 

出典：平成27年度厚生労働科学研究「先進諸国におけるかかりつけ医制度の比較及び我が国におけるかかりつけ医制度の 
在り方に関する研究」（研究代表者 松田晋哉） 

2 

平成28年10月25日第２回新たな医療の

在り方を踏まえた医師・看護師等の働き
方ビジョン検討会資料２から抜粋 



○ フリーアクセスの基本は守りつつ、限りある医療資源を効率的に活用する観点から、大病院の外来は紹介患者を中心と
し、一般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談することを基本とするシステムを普及させ、医療機関間の適切な役割分
担を図ることは重要な課題。 

 
○ このような観点から、「かかりつけ医」を普及させることが重要であるが、その方法として、かかりつけ医の範囲を決めた
上で、それ以外を受診した場合に定額負担を求めることについては、 

  ・ 診療科毎に複数の「かかりつけ医」を認めるかどうか 
  ・ 受診頻度の低いという理由で「かかりつけ医」を持たない若者についてどう考えるか  
 等の課題がある。このため、「かかりつけ医」の要件について、プライマリケアの在り方を含めて検討していく必要があり、 
こうした検討には、一定の時間を要する。 

 
○ 一方、一定規模以上の病院を受診した場合には、外来の機能分化・連携の観点も踏まえれば、一定の負担を求める場
合もあり、医療保険制度においては、診療報酬上の対応のほか、 

  ・ 紹介状のない患者が、２００床以上の病院を受診した場合、選定療養として特別の料金を徴収することができるほか、 
  ・ 今年４月から、紹介状のない患者が、特定機能病院や５００床以上の地域医療支援病院を受診した場合、選定療養と
して初診５０００円、再診２５００円を徴収することが義務化されているところであるが、これらは、紹介状のない患者に追加
的な負担を求めるものである一方、医療保険財政には直接影響しないことに留意が必要である。 

 
○ 以上を踏まえ、外来の機能分化・連携やかかりつけ医の普及の観点から、患者負担の在り方について幅広く検討する場
合、どのような案が考えられるか。 

かかりつけ医の普及の観点からの外来時の定額負担について（論点） 
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参考資料 



外来機能の分化に関する医療保険制度上の措置 

初診料・外来診療料 選定療養 

初診料    ２０９点 
外来診療料  ５４点 

 
【対象医療機関】 

 
① 特定機能病院と許可病床が500床以上の地域医療支援病
院のうち、紹介率50％未満かつ逆紹介率50％未満の施設 

 
② 許可病床数が500床以上の全ての病院のうち、紹介率

40％未満かつ逆紹介率30％未満の施設 
 

初再診において特別の料金を徴収 
 

 
【対象医療機関】 
病床数が200床以上の病院であって、地方厚生局に届け出たもの 
 
 

【主な要件】 
・ 他の医療機関からの紹介なしに病院を受診した患者に限る（初診） 
・ 病院が他の医療機関（200床未満）に対して文書による紹介を行う旨
の申出を行った患者に限る（再診） 

・ 緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く 
・ 初再診に係る費用の徴収について、患者にとってわかりやすく明示 
 

 

【設定状況（H26.7.1現在）】 
≪初診≫ 1,201施設 
       最高10,800円 最低210円 平均2,365円 
≪再診≫  101施設 
       最高6,480円 最低210円  平均 962円 

初診料    ２８２点 
外来診療料  ７３点 

上記以外 

○ 医療保険制度においては、一定規模以上の病院において、紹介状なしに受診した患者等に係る初診
料等を適正な評価とするとともに、保険外併用療養費（選定療養）の枠組みを活用し、病院及び診療所
における外来機能の分化を図っている。 

○ 一方、診療報酬上の措置は、定率負担の下では、診療報酬が低く評価された方が患者負担が安くなる
という問題が伴う。また、選定療養は、活用の有無や料金水準が病院の選択に委ねられているほか、診
療報酬への上乗せとなる。 
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 保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のため、平成28年度から一定規模
以上の保険医療機関について、定額の徴収を責務とする。 

 

① 特定機能病院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院については、現行の選定療養の下で、定額の徴収を
責務とする。 

 

② 定額負担は、徴収する金額の最低金額として設定するとともに,初診については5,000円（歯科は3,000円）、再診に
ついては2,500円（歯科は1,500円）とする。 

 

③ 現行制度と同様に、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、定額負担を求めないこととする。その他、
定額負担を求めなくても良い場合を定める。 
［緊急その他やむを得ない事情がある場合］ 

 救急の患者、公費負担医療の対象患者、無料低額診療事業の対象患者、HIV感染者 
［その他、定額負担を求めなくて良い場合］ 

a. 自施設の他の診療科を受診中の患者 
b. 医科と歯科の間で院内紹介した患者 
c. 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった患者        等 
 

④ 自治体による条例制定が必要な公的医療機関については、条例を制定するまでの期間を考慮し、6か月の経過措
置を設ける。 

 
 
 
 

 

紹介 

逆紹介 

中小病院、診療所 大病院 

定額負担を徴収 

紹介状なしで大病院を受診する場合等の定額負担の導入 

6 
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● 健康保険法（大正11年法律第70号） 
 （保険医療機関又は保険薬局の責務） 
 第70条  （略） 
 ３  保険医療機関のうち医療法第４条の２に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適
切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ず
るものとする。 

 
● 保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和32年厚生省令第15号） 
 （一部負担金等の受領） 
 第５条  （略） 
 ３  保険医療機関のうち、医療法 （昭和23年法律第205号）第４条第１項に規定する地域医療支援病院（同法第７条第２項第５号に規定する一般病床（児
童福祉法 （昭和22年法律第164号）第６条の２の２第３項に規定する指定発達支援医療機関及び同法第42条第２号に規定する医療型障害児入所施設に係
るものを除く。）の数が500以上であるものに限る。）及び医療法第４条の２第１項に規定する特定機能病院であるものは、法第70条第３項に規定する保険医療機
関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

  一 患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介すること。 
二 選定療養（厚生労働大臣の定めるものに限る。）に関し、当該療養に要する費用の範囲内において厚生労働大臣の定める金額以上の金額の支払を求めること。
（厚生労働大臣の定める場合を除く。） 

 
● 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成18年３月６日）（厚生労働省告示第107号） 
第１の２ 療担規則第５条第３項第２号及び療担基準第５条第３項第２号の厚生労働大臣の定める選定療養 
  厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養（平成18年厚生労働省告示第495号）第２条第４号及び第５号に掲げるもの 
 

第１の３ 療担規則第５条第３項第２号及び療担基準第５条第３項第２号の厚生労働大臣の定める金額 
 一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第２条第４号の初診に係る厚生労働大臣が定める金額 
  （一） 医師である保険医による初診の場合 5000円 
  （二） 歯科医師である保険医による初診の場合 3000円 
 二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第２条第５号の再診に係る厚生労働大臣が定める金額 
  （一） 医師である保険医による再診の場合 2500円 
  （二） 歯科医師である保険医による再診の場合 1500円 
 

第１の４ 療担規則第５条第３項第２号及び療担基準第５条第３項第２号の厚生労働大臣の定める場合 
 一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第２条第４号の初診にあっては、他の病院又は診療所からの文書による紹介がない患者に対して、
療担規則第５条第３項第２号又は療担基準第５条第３項第２号に規定する金額以上の金額の支払を求めないことについて、正当な理由がある場合 

 二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第２条第５号の再診にあっては、他の病院（療担規則第５条第３項及び療担基準第５条第３
項に規定する保険医療機関を除く。）又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行った患者に対して、療担規則第５条第３項第２号又は療担基準第５
条第３項第２号に規定する金額以上の金額の支払を求めないことについて、正当な理由がある場合 

紹介状なしで大病院を受診する場合等の定額負担に係る関係法令 



（参考）平成26年10月15日 医療保険部会資料 

○ 紹介状なしで大病院を受診する場合の患者負担の在り方については、過去の医療保険部会において、
以下のような案が議論されている。 
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特定機能病院 地域医療支援病院 

概要 

高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度
の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院に
ついて、厚生労働大臣が個別に承認するもの。 

地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え、
地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等
を有するものについて、都道府県知事が個別に承認す
るもの。 

病院数 
８４ 

（平成28年９月１日時点） 
５１５ 

（平成27年10月１日時点） 

主な要件 

○ 高度の医療の提供、開発及び評価、並びに研修を
実施する能力を有すること。 
 
○ 紹介率５０％以上、逆紹介率４０％以上であること。 
 
○ 病床数は400床以上であること。 
 
○ 医師は通常の病院の２倍程度を配置するなど、一
定の人員配置基準を満たすこと。 
 
○  集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を有し
ていること。    
 
○ 定められた１６の診療科を標榜していること。 
 
○ 査読のある雑誌に掲載された英語論文数が年７０
件以上あること。 

○ 以下のいずれかを満たすこと。 
 ① 紹介率が80％以上 
 ② 紹介率が65％以上、かつ、逆紹介率が40％以上 
 ③ 紹介率が50％以上、かつ、逆紹介率が70％以上  
 
○ 原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病
院としてふさわしい施設を有すること。 
 
○ 救急医療を提供する能力を有すること。 
 

○ 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる
体制を確保していること。 
 
○ 地域医療従事者に対する研修を年間12回以上主
催していること。 

特別な機能を有する病院等 

9 
（出所）特定機能病院一覧、平成27年医療施設調査 
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病床数 病院数 

   20～ 49床   942  

   50～99床  2127  

 100～149床  1429  

 150～199床  1338  

 200～299床  1121  

 300～399床   711  

 400～499床   387  

 500～599床   179  

 600～699床   106  

 700～799床   54  

 800～899床   31  

 900床以上   55  

合計 8480 

～99床 
36% 

 100～199床 
33% 

 200～299床 
13% 

 300～399床 
8% 

 400～499床 
5% 

 500床～ 
5% 

病床規模別病院数の割合 

○ 全病院8480病院のうち、500床以上の病院は５％程度、200床以上の病院は31％程度を占める。 

（出所）平成27年医療施設調査 



平成28年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査の実施について（案） 

平成28年５月18日 
中医協資料（総－２）抜粋 

１．目的 
  平成28年度診療報酬改定の基本方針及び答申に当たっての中医協附帯意見を踏まえた調査項目について特別調査を実施
し、検証部会における平成28年度診療報酬改定の結果検証のための資料を得ることを目的とする。 

  
２．調査の実施方法 
  特別調査は、外部委託により実施することとし、実施に当たっては、検証部会委員、関係学会等により構成された「調査

検討委員会」を設置し、具体的な調査設計、調査票の作成及び集計・分析方法等の検討を行う。 
  
３．調査項目 
  以下に掲げる９項目について、「平成28年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」として平成28年度及び平成29年度

の２か年で実施することとし、うち、下線の５項目を平成28年度調査として実施し、それ以外の項目については、施設基
準を新設するなど改定の効果が明らかになるまで一定程度の期間が必要であることから平成29年度調査とする。なお、平
成28年度調査においても、改定による効果がより明らかになるように、経過措置のあるものについては原則としてその終
了後に調査期間を設定する。 

 （１）（略） 
 （２）かかりつけ医・かかりつけ歯科医に関する評価等の影響及び紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入の実施状況

調査 
 （３）～（９） （略） 
  
４．スケジュール 
  平成28年度調査におけるスケジュールは次のとおり。 
  平成28年5月 検証部会、総会で調査項目の決定 
      6月 事務局において受託業者の調達、決定 
     7～9月 調査検討委員会で調査設計、調査票等の検討 
  →検証部会、総会で調査票の決定10～12月委託業者において調査実施（調査票の配付、回収、調査結果の集計及び分析） 
  平成29年1月～調査検討委員会で調査結果の検討→検証部会で調査結果を取りまとめた項目から順次、総会に報告 
 

５．調査分析手法等について（略） 11 



日頃から健康相談や病気のときに決まって受診している医師・医療機関の有無① 

○ 「日頃から決まった医師ないしは医療機関を受診している人」は69.4％に達している。 
 （平成23年11月17日健康保険組合連合会「医療に関する国民意識調査」） 
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日頃から健康相談や病気のときに決まって受診している医師・医療機関の有無② 

○  「日頃から決まった医師ないしは医療機関を受診している人」 は年齢階層が上がるとともに、その割合
は増加する。 （平成23年11月17日健康保険組合連合会「医療に関する国民意識調査」） 
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「かかりつけ医」及び「かかりつけ医機能」について 

14 

 

「かかりつけ医機能」 
 

● かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行
い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策
を提供する。 

 

● かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機
関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する。 

 

● かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、
母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積
極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域
で生活できるよう在宅医療を推進する。 

 
● 患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。 

 

「かかりつけ医」とは（定義） 
 

  なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、
身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。 

 

○ 「医療提供体制のあり方 日本医師会・四病院団体協議会合同提言」（2013年８月８日、日本医師会・四病
院団体協議会）では、「かかりつけ医」及び「かかりつけ医機能」について、以下のように説明されている。 



  国民健康保険の保険料（税）の 
賦課（課税）限度額について 

平成２８年１１月１８日 資 料 ２ 第１００回社会保障審議会医療保険部会 

平成28年11月18日 
厚生労働省 



■社会保障制度改革国民会議報告書（平成25年８月６日）（抄）  

第２部 社会保障４分野の改革  
 Ⅱ 医療･介護分野の改革 
  ３ 医療保険制度改革 
  （１）財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保 

 医療保険制度における保険料の負担についても、負担能力に応じて応分の負担を求めることを通じて保険料負担の格差
是正に取り組むべきである。 

 国民健康保険の保険者の都道府県への移行は財政運営の安定化のみならず保険料負担の平準化に資する取組である
が、このほか、国民健康保険において、相当の高所得の者であっても保険料の賦課限度額しか負担しない仕組みとなって
いることを改めるため、保険料の賦課限度額を引き上げるべきである。同様の問題が被用者保険においても生じており、被
用者保険においても標準報酬月額上限の引上げを検討するべきである。 

■持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成25年法律第112号）（抄）  

 （医療制度） 
第四条 
   ７  政府は、持続可能な医療保険制度等を構築するため、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果 
   に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
   一 （略） 
   二 医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保についての次に掲げる事項  
    イ～ハ （略） 
    ニ 国民健康保険の保険料の賦課限度額及び標準報酬月額等（医療保険各法（国民健康保険法を除く。）に規定する 
      標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。）の上限額の引上げ 
   三 （略）    
  ８  政府は、前項の措置を平成二十六年度から平成二十九年度までを目途に順次講ずるものとし、このために必要な法律案 
   を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。 
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○ 社会保険方式を採用する医療保険制度では、保険料負担は、負担能力に応じた公平なものである必要があるが、 
   受益との関連において、被保険者の納付意欲に与える影響や、制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から、 
  被保険者の保険料負担に一定の限度を設けることとしている。  

○ 高齢化の進展等により医療給付費等が増加する一方で、被保険者の所得が伸びない状況において、例えば、 

   ・  保険料負担の上限を引き上げずに、保険料率の引上げにより必要な保険料収入を確保することとすれば、 
    高所得層の負担と比較し、中間所得層の負担がより重くなる。【イメージ図：①】  
  ・  保険料負担の上限を引き上げることとすれば、高所得層により多く負担いただくこととなるが、 
       中間所得層の被保険者に配慮した保険料設定が可能となる。【イメージ図：②】  
○ 今後、高齢化の進展等による医療給付費等の増加が見込まれる中で、保険料負担の公平を図る観点から、 
  保険料負担の上限の在り方について、どのように考えるか。 

医療保険制度における保険料上限額(賦課限度額)について 

医療費増 
 

保険料 
必要額増 

【国民健康保険制度の場合(イメージ図)】 

＊ 医療費が増加し確保すべき保険料収入額が増加した場合において、必要な保険料収入を確保するため、 

   例えば、 ①保険料率（所得割率）の引上げ ② 賦課限度額の見直し を行うことが考えられる。  

①保険料率(所得割率)の引上げ 

７割軽減 
５
割 

２
割 

応能分 

応益分 
７割軽減 

５
割 

２
割 

応能分 

応益分 

保
険
料(

税)

額 

世帯の所得 

② 賦課限度額の引上げ 

７割軽減 
５
割 

２
割 

応能分 

応益分 

中間所得層の 
被保険者の負担に配慮 
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国民健康保険料(税)賦課(課税)限度額の推移 

医療分（計） 
介護納付金賦課（課税）額 

【平成12年度～】 
合 計 

基礎賦課（課税）額 
後期高齢者支援金等賦課
（課税）額【平成20年度～】 

引上げ額 引上げ額 引上げ額 引上げ額 引上げ額 

平成５年度 ５０万円 ＋４万円 ５０万円 ＋４万円 

７年度 ５２万円 ＋２万円 ５２万円 ＋２万円 

９年度 ５３万円 ＋１万円 ５３万円 ＋１万円 

１２年度 ５３万円 － ７万円 ＋７万円 ６０万円 ＋７万円 

１５年度 ５３万円 － ８万円 ＋１万円 ６１万円 ＋１万円 

１８年度 ５３万円 － ９万円 ＋１万円 ６２万円 ＋１万円 

１９年度 ５６万円 ＋３万円 ９万円 － ６５万円 ＋３万円 

２０年度 ５９万円 ＋３万円 ４７万円 ▲９万円 １２万円 ＋１２万円 ９万円 － ６８万円 ＋３万円 

２１年度 ５９万円 － ４７万円 － １２万円 － １０万円 ＋１万円 ６９万円 ＋１万円 

２２年度 ６３万円 ＋４万円 ５０万円 ＋３万円 １３万円 ＋１万円 １０万円 － ７３万円 ＋４万円 

２３年度 ６５万円 ＋２万円 ５１万円 ＋１万円 １４万円 ＋１万円 １２万円 ＋２万円 ７７万円 ＋４万円 

２４年度 ６５万円 － ５１万円 － １４万円 － １２万円 － ７７万円 － 

２５年度 ６５万円 － ５１万円 － １４万円 － １２万円 － ７７万円 － 

２６年度 ６７万円 ＋２万円 ５１万円 － １６万円 ＋２万円 １４万円 ＋２万円 ８１万円 ＋４万円 

２７年度 ６９万円 ＋２万円 ５２万円 ＋１万円 １７万円 ＋１万円 １６万円 ＋２万円 ８５万円 ＋４万円 

２８年度 ７３万円 ＋４万円 ５４万円 ＋２万円 １９万円 ＋２万円 １６万円 － ８９万円 ＋４万円 

○ これまでの国民健康保険料（税）の賦課（課税）限度額の推移を見ると、介護保険制度が創設された平成12年度を除けば、 
  限度額（合計額）の引上げ幅の最大は「４万円」となっており、28年度も同額の引上げを実施。  

(注１) 平成19年度までは、老健拠出金分が基礎賦課額に含まれていたが、平成20年度以降、老人保健制度が廃止され、後期高齢者支援金等賦課額が新設されている。 
(注２) 昭和33年以降平成４年度以前の賦課（課税）限度額の改定経緯を見ると、退職者医療制度が創設された昭和59年度に基礎賦課（課税）分が７万円引き上げられている 
    以外は、引き上げ幅は最大４万円（昭和49年度）となっている。 
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（注２）  保険料率等は、旧ただし書・４方式を採用する平成26年度全国平均値で試算。平成26年度 所得割率 8.43%、資産割額 14,845円、均等割額 28,986円、世帯割額 27,509円。  
     同様の考え方で平成29年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式の場合には給与収入約960万円/年金収入約950万円、2方式の場合には給与収入約1,180万円/年金収入約1,160万円となる。 
 

○ 国保料（税）の賦課（課税）限度額については、被用者保険におけるルール（※）とのバランスを考慮し、当面は超過世帯割合が 
  1.5％に近づくように段階的に賦課限度額を引き上げているところ。 
 

   ※最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が1.0％～1.5％(平成28年度より0.5％～1.5％)の間となるように法定されている。 
 
 

 

○ 平成29年度においては、 
 ・ 低中所得層が多く、保険料率の高い市町村においては、相対的に所得の低い世帯の保険料額が賦課限度額に該当することもあること 
 ・ 平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となる制度改革が施行されること 
 を踏まえ、どのように考えるか。 
 

平成29年度の国保保険料(税)賦課(課税)限度額の在り方（案） 

※ 限度額（医療分）に達する収入及び所得 （注１、注２） 
   （基礎賦課（課税）分＋後期高齢者支援金等分） 

給与収入 約1,090万円／年金収入 約1,070万円 
（給与所得 約860万円／年金所得 約860万円） 

（注１） 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。 

保
険
料
（税
）額 

７割軽減 
５割 

２割 

上限額（引上げ前） 

上限額（引上げ後） 

中間所得層の被保険者の負担に配慮 

【平成29年度 ：医療分 77万円】 

【平成28年度 ：医療分 73万円】 

【平成28年度】 【平成29年度】 

応能分50％ 
（所得割・資産割） 

応益分50％ 
（均等割・世帯割） 

所得 

給与収入 約1,040万円／年金収入 約1,030万円 
（給与所得 約820万円／年金所得 約820万円） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●限度額超過世帯の割合（平成29年度(推計)）(注) 

(注) 平成26年度国民健康保険実態調査に基づき、29年度における状況を推計したもの。 

● 国保料（税）賦課（課税）限度額の見直し（平成29年度） 

見直し前 

見直し後 
（見直し幅） 

基礎賦課 
（課税）分 

54万円 

58万円 
（＋４万円） 

後期高齢者支援 
金等賦課（課税）分 

19万円 

19万円 
（増減なし） 

介護納付金 
賦課（課税）分 

16万円 

16万円 
（増減なし） 

合  計 

89万円 

93万円 
（+ 4万円） 

医療分 
（計） 

73万円 

77万円 
（＋４万円） 

限度額 

見直し前 

見直し後 

基礎賦課 
（課税）分 

2.66 ％ 

2.32 ％ 

後期高齢者支援 
金等賦課（課税）分 

2.41 ％ 

2.41 ％ 
※１万円引き上げると  

2.19% 

介護納付金 
賦課（課税）分 

2.42 ％ 

2.42％ 
※1万円引き上げると 

2.15% 

合  計 

2.21％ 

2.06 ％ 

医療分 
（計） 

2.57％ 

2.32％ 

4 

【参考】平成29年度において、例年通りの引上げを行った場合 
   ・・・基礎賦課分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分の限度額超過世帯割合のバランスを考慮し、基礎賦課分を４万円を引上げ 
      （後期高齢者支援金等分・介護納付金分は据え置く） 
 



(注１)          は平成2８年度の賦課（課税）限度額 

限 度 額 
限度額を超える世帯の割合 

平成28年度 平成29年度 

    16.0  万円 3.32% 3.34% 

    17.0  万円      2.96% 2.98% 

    18.0  万円 2.65% 2.66% 

    19.0  万円 2.40% 2.41% 

    20.0  万円 2.17% 2.19% 

    21.0  万円 1.99% 2.01% 

    22.0  万円 1.83% 1.84% 

    23.0  万円 1.71% 1.72% 

限 度 額 
限度額を超える世帯の割合 

平成28年度 平成29年度 

    88.0  万円 2.10% 2.25% 

    89.0  万円 2.06% 2.21% 

    90.0  万円 2.03% 2.16% 

    91.0  万円 1.99% 2.12% 

    92.0  万円 1.95% 2.08% 

    93.0  万円 1.92% 2.06% 

    94.0  万円 1.87% 2.02% 

限 度 額 
限度額を超える世帯の割合 

平成28年度 平成29年度 

    72.0  万円 2.45% 2.64% 

    73.0  万円 2.39% 2.57% 

    74.0  万円 2.33% 2.50% 

    75.0  万円 2.28% 2.43% 

    76.0  万円 2.23% 2.37% 

    77.0  万円 2.18% 2.32% 

    78.0  万円 2.13% 2.28% 

限 度 額 
限度額を超える世帯の割合 

平成28年度 平成29年度 

    52.0  万円 2.60% 2.88% 

    53.0  万円 2.51% 2.77% 

    54.0  万円 2.42% 2.66% 

 55.0  
  56.0  

万円 
万円 

2.34% 
2.26% 

2.57% 
2.48% 

    57.0  万円 2.19% 2.39% 

    58.0  万円 2.14% 2.32% 

    59.0  万円 2.08% 2.25% 
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（１）基礎賦課分 （３）介護納付金分 （２）後期高齢者支援金等分 

(注２) 平成26年度国民健康保険実態調査に基づき、28・29年度における状況を推計したもの。 

■医療分 （１）＋（２） 

■合 計 （１）＋（２）＋（３） 

○ 平成29年度において、基礎賦課分を４万円引き上げると、基礎賦課分･後期高齢者支援金等分･介護納付金分の限度額超過世
帯の割合がいずれも２．５％以下となる。 

増
減
な
し 

＋ 

４
万
円 

＋ 

４
万
円 

平成29年度の国保保険料(税)賦課(課税)限度額の在り方(案) 
【限度額超過世帯の割合】 

＋ 

４
万
円 

増
減
な
し 

限 度 額 
限度額を超える世帯の割合 

平成28年度 平成29年度 

    13.0  万円 3.22% 3.64% 

    14.0  万円      2.77% 3.18% 

    15.0  万円 2.41% 2.77% 

    16.0  万円 2.12% 2.42% 

    17.0  万円 1.90% 2.15% 

    18.0  万円 1.71% 1.94% 

    19.0  万円 1.56% 1.74% 

    20.0  万円 1.42% 1.61% 



（参考資料）後期高齢者医療の保険料賦課限度額について（案） 

［考え方］ 
  ○後期高齢者医療の保険料は均等割と所得割を半分ずつ賦課しているが、給付と保険料負担のバランスを失すれば被保険者の納付 
        意識に悪影響を及ぼす等の理由から、年間保険料に賦課限度額を設けている。 
［経緯］ 
  ○制度施行時（平成20年度） 
   ・ 国保の賦課限度額の水準を参考に、国保で賦課限度額を負担する層についてその賦課限度額と同程度までの負担となるよう50万

円に設定。 
       ※高齢者では所得割を負担する者が約３割と少なく、国保に比べ所得割率が高くなることから、中間所得層の負担を一定に抑えるため、負担能力の高い者

に応分の負担を求めている（賦課限度額超過被保険者割合は国保より小さい）。 

  ○保険料率改定時 
   ・ 国保の賦課限度額引上げの状況、保険料率上昇見込み等を踏まえ、平成24年度に55万円（５万円引き上げ）、平成26年度に57万

円（２万円引上げ）に設定。なお、平成28年度は、賦課限度額の超過被保険者の割合等を踏まえ、見直しを行わなかった。 
［検討の方向性］ 
  ○平成29年度は保険料率改定を行わないため、賦課限度額の見直しは行わない。次回の保険料率改定時（平成30年度）に、賦課限度

額の超過被保険者の割合や、国保の賦課限度額引上げの状況、保険料率の上昇見込み等を考慮しながら検討することとする。 
 

 
 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

後
期
高
齢
者 

賦課限度額 
（20年度基準） 

［対前年変化幅］ 

50万円 
(100) 

50万円 
(100) 

50万円 
(100) 

50万円 
(100) 

55万円 
(110) 

［5万円、10.0％］ 

55万円 
(110) 

57万円 
(114) 

［2万円、3.7％］ 

57万円 
(114) 

57万円 
(114) 

賦課限度額 
に達する年金収入 

（年金所得） 

830万円 
（633万円） 

830万円 
（633万円） 

811万円 
（615万円） 

811万円 
（615万円） 

822万円 
（626万円） 

822万円 
（626万円） 

821万円 
（625万円） 

821万円 
(625万円) 

807万円 
(611万円) 

賦課限度額超過 
被保険者割合 

1.65％ 1.52％ 1.44％ 1.42％ 1.36％ 1.36％ 1.45％ 1.42％ 1.48％ 
（速報値） 

国
保 

賦課限度額 
（医療分） 

（20年度基準） 
［対前年変化幅］ 

59万円 
(100) 

59万円 
(100) 

63万円 
(107) 

［4万円、6.8％］ 

65万円 
(110) 

［2万円、3.2％］ 

65万円 
(110) 

65万円 
(110) 

67万円 
(114) 

［2万円、3.1％］ 

69万円 
(117) 

[2万円、3.0％] 

73万円 
(124) 

[4万円、5.8％] 

※ 賦課限度額に達する年金収入：各年度の全国平均保険料率を基に算定。 
※ 年金所得＝年金収入－公的年金等控除 
※ 賦課限度額超過被保険者割合：後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告による。平成28年度は高齢者医療課が調査した速報値。 
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参考資料 



被用者保険や国保における保険料負担の公平化 

 

○ 被保険者の納付意欲に与える影響や、制度及び事業の円滑な運営を
確保する観点から、被保険者の保険（税）料負担に一定の限度を設けて
いる（現在、年間８５万円） 

○ より負担能力に応じた負担とする観点から、被用者保険の仕組みとの
バランスを考慮しつつ、段階的に引き上げ 

○ 各市町村の意見や対応状況等を踏まえ、引上げ幅や時期を判断するこ
ととし、平成27年度は４万円引上げ 

３．国保の保険料（税）の賦課限度額の引上げ 

 
 

○ 1000分の120（健康保険） → 平成28年度から「1000分の130」に引上げ 
  ※ 船員保険も同様に見直し、疾病保険料率の上限を「1000分の130」とする。 

２．被用者保険の一般保険料率上限の引上げ 

 

○ 健康保険及び船員保険の標準報酬月額 
 

  全47等級（上限121万円、下限5.8万円）  
 
 
  全50等級（上限139万円、下限5.8万円） 

 ※ 標準賞与額もあわせて見直し、年間上限を540万円から573万円に引き上げる。 

１．被用者保険の標準報酬月額上限の引上げ 

平成28年度から上限３等級引上げ 

第47級 1,210,000円 1,175千円以上 
1,235千円未満 

第48級 1,270,000円 1,235千円以上 
1,295千円未満 

第49級 1,330,000円 1,295千円以上 
1,355千円未満 

第50級 1,390,000円 1,355千円以上 

追 

加 

持続可能な医療保険制度を構築するた
めの国民健康保険法等の一部を改正
する法律 説明資料 
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市町村国保の所得階級別保険料（税）調定額等について【平成26年度】 

○ 世帯の所得階級別に世帯数の分布を見ると、所得が200万円未満の世帯が1,500万世帯と全体の約８割を占めている。 
 
○ 所得階級にかかわらず、賦課（課税）限度額を超える額が見られるが、特に700万円以上の階級において、 
  賦課（課税）限度額を超える額が多くなっている。 

（出所）厚生労働省保険局「平成2６年度 国民健康保険実態調査」 
（注） ここでいう「所得」とは、総所得金額及び山林所得金額に雑損失の繰越控除額と分離譲渡所得金額を加えた所得総額（基礎控除前）である。 
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